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◆骨太方針2025の方向転換を歓迎 診療報酬は生活圏での医療を左右する

　政府は来年2026年度予算の社会保障関係費の概算要求基準を前年度水

準に自然増分4,000億円を加算した範囲内とした。厚労省は8月末までに

予算要求を提出する。来年度の診療報酬改定に関しては事項要求とし、

年末の予算編成で検討となる。

　予算編成の基本方針、「骨太方針2025」*1は、従来の「高齢化」増加分

を「目安」に歳出抑制、医療費抑制を図る対応を転換し、「経済・物価動

向等対応」の増加分をこれに「加算」するとした。医療・介護・福祉・

保育等の「公定価格の引上げ」を明示・確約し、「コストカット型からの

転換」を謳い、「力強い賃上げ」とともに「経営の安定」を次期診療報酬

改定に向けて明記した。これは明確な方針転換である。この「変化」を

歓迎し実現を期すとともに、自民党医系議員を中心とした関係者の尽力

を多としたい。

　この春以降、NHKはじめ医療危機の報道が相次ぎ、生活圏にある医療

体制が脆弱であることが多くへ伝播し始めている。診療報酬は医療機関

の存否を左右し、医療の質を規定する。われわれは、医療を守るため、

医療経営改善と医療向上へ、大幅な診療報酬のプラス改定を強く求める。

◆「経営安定分」の次期改定での確保を明記　前回改定は一顧だにされず

　医療費の自然増は、①高齢化、②医療の高度化、③その他の要因がある。

2016年度以降、政府の社会保障関係費は「高齢化」増加分を「目安」に、

概算要求の自然増分を予算編成で削減し、高度化要因分などは無視して

きた。医療現場はそのシワ寄せで経営が逼迫、医療機器・設備の更新や

従業員の待遇改善が難しくなり、必然的に赤字経営施設が増加してきた。

　物価・賃金の上昇局面での前回診療報酬改定は、岸田内閣の「賃上げ」

の旗振りの下、改定率+0.88％の本体分（技術料分）の財源はほぼ全てが

ベースアップ評価料等の賃上げ分に投入された。しかも生活習慣病管理

料等を▲0.25％と算定制限で深堀りをし、その捻出財源も全て賃上げ分

へ投入された。つまり、「経営の安定分」の財源は皆無であり、医療機関

の経営改善は一顧だにされていない。留意が必要だが改定率の全体は▲

0.12％（本体+0.88、薬価等▲1.0％）で、大枠では自然増を削減した中

での話である。

　「骨太方針2025」は従来の「賃上げ」に加え、次期診療報酬改定での「経

営の安定」が書き込まれ、「確実」「的確」な対応を行うとなっている。

この分は確実に手当てされることになる。

◆強力な賃上げ　確実・的確に行うためスキームの変更は必須

　受付事務の人材流出は盲点

　「確実」、「的確」な対応は医療従事者の賃上げも同列であげられ、春季

労使交渉の「力強い賃上げ」が指標として触れられている。「平均賃上げ

率は5.26％（うちベースアップ分のみで3.71％）、組合員数300人未満の

組合の平均賃上げ率は4.70％（うちベースアップ分のみで3.51％）」と脚

注で記され、松本・日医会長は改定の際に念頭に置かれると期待を述べ

ている。

　しかし、賃上げを企図し導入された「ベースアップ評価料」は、全額

を従業員の賃金に充てる設計としたものの、①賃上げ目標2.5％を保証は

せず1.2％の最低保証で設計、②制度が複雑で理解が難しく、届出計画書

や実績報告書の作成が煩瑣、③医療事務は対象外、などのため、届出は

病院で8割強の一方、診療所では2割強*2でしかなかった。幾度か簡素化

措置が図られたものの、大きくは変化していない。

「最前線で働く方々の賃上げに、ダイレクトに効果が出るような枠組み

で実施した」（財務省主計局・大来志郎主計官）*3とするが、経営裁量へ

介入し「資源配分から所得分配へ」（尾形裕也・九大名誉教授）と診療報

酬の性格を変質させてまで導入した、この制度の再構築、再設計は必須

だと思われる。

　いま医療機関の窓口となる受付・医療事務の有効求人倍率は1.61倍で

あり、全体の1.25倍（R6年）より高い。医療は対人サービスの塊であり、

受付事務はその入口となる。検温や予診票記入対応、診察室誘導など診

療所、歯科診療所での役割を果たしている。医療職も含め他産業への人

材流出を防ぎ、人材確保の観点から、全ての医療機関で力強い賃上げが

可能な制度スキームへの変更は必須と考える。

◆診療所の医療費は全体の2割に過ぎない

　医療財源の傾斜配分は理がない

　大学病院や自治体病院はじめ病院の経営悪化は多々報じられているが、

実は診療所（無床）の経常利益率も、直近データで最頻値は「▲3.0％～

▲2.0％」（R6年）と病院よりも悪い。これは厚労省が自民党の会合に提

出した推計値だが、前年（R5年）の実績値は最頻値が「0.0％～1.0％」

で病院と変わらない。

　中医協の医療経済実態調査でこの10年、赤字の診療所は増加しコロナ

禍初期に4割を超えた（20年）。コロナ関連補助金等が投入されても2割（22

年）は厳然とあり、24年の増加は確実視されている。歯科診療所も赤字

は2割弱と高い。診療所も歯科診療所も経営悪化は常に5割程あり、医療

経営は青息吐息だ。

　ここにきて識者らから、医療費の傾斜配分、診療所外来の財源の病院

医療への財源移転が語られているが、現実を度外視している。国民医療

費の5割は病院の医療費（入院36.4％+外来15.0％）であり、診療所の外

来医療費は2割（20.3％）に過ぎない。*4薬局の医療費が2割弱（17.1％）

であり若干多い程度である。ちなみに歯科医療費は1割弱（6.9％）であり、

薬局の医療費の半分もない。

◆初診患者の8割は診療所が診ている　重症化予防、早期発見　

　第一線医療軽視は重層構造壊す

診療所は初診患者の8割、外来患者の7割を診ている。疾病の早期発見

や疾病治療、重症化予防はじめ第一線医療を担っている。かかりつけ医

機能を果たし、中小病院、大病院、基幹病院、大学病院などと連携し、「面」

として地域医療を担っている。一次、二次、高次（三次）と、機能分担・

役割分担の下、重層構造で地域医療は支えられている。財源移転などの
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危機に瀕す医療体制の強靭化へ

診療報酬の
大幅プラス改定を求める


